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今回はバスの準備を致しませんでしたが、焼津市から多くの皆様に傍聴にお越し頂き、ありがとうございました。
地元の皆様の温かいご声援を頂きながら、一般質問をさせて頂くことが出来ました。
今回はバスの準備を致しませんでしたが、焼津市から多くの皆様に傍聴にお越し頂き、ありがとうございました。
地元の皆様の温かいご声援を頂きながら、一般質問をさせて頂くことが出来ました。
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本
会
議
に
お
い
て
、
以
下
の

内
容
を
一
般
質
問
致
し
ま
し
た
。

⑴
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
整
備

に
伴
う
大
井
川
の
流
量
減
少

対
策
に
つ
い
て

⑵
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
の
運
転
免

許
の
自
主
返
納
の
促
進
に
つ

い
て

⑶
航
空
機
産
業
の
育
成
支
援
に

つ
い
て

⑷
大
型
船
舶
の
運
航
に
欠
か
せ

な
い
海
技
士
の
育
成
に
つ
い
て

⑸
焼
津
漁
港
の
津
波
対
策
に
つ

い
て

⑹
大
井
川
焼
津
藤
枝
ス
マ
ー
ト

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
の

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

⑺
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
活

用
に
つ
い
て

⑻
小
中
学
校
に
お
け
る
非
常
勤

講
師
の
勤
務
環
境
に
つ
い
て

⑼
河
川
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

⑽
道
路
整
備
に
つ
い
て
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富
藤
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線
の
整
備

共同受注体制構築に向けて、新たに航空機産業へ
参入しようとする県中部地区の企業に対して、

初期段階から継続的な支援を行う

一般
質問 ⑶航空機産業の育成支援について

一般
質問 ⑸焼津漁港の津波対策について

【質問要旨】　
　世界の航空機産業は、2016年のジェット機の納入機数が過去最高を更新し、また、2036年の
ジェット旅客機の運航機数は約1.8倍に増加すると見込まれており、大きな成長が期待されている。
　国内では、名古屋を中心とする地域が航空機産業の拠点となっており、日本の航空機体部品の
約８割を生産している。 ＭＲＪの量産開始に加え、ボーイング787の大幅な増産等が予定されている
中、三菱重工業株式会社や川崎重工業株式会社といった大手重工メーカー等が企業活動を活発
化させている。
　県内においては、主に西部地区の中小企業が連携し、大手重工メーカー等からの共同受注を目
指すＳＯＬＡＥが、本年１月に、協同組合としてスタートを切った。 また、中部地区では、昨年10月に、
静岡県国際経済振興会（ＳＩＢＡ）主催のアメリカ航空機産業の視察に参加した、県中部の企業数
社が視察で触発され、地域に戻った後、航空機産業への参入に向けた取り組みを開始したと伺っ
ている。
　大手重工メーカーが存在しない本県にあっては、中小企業が連携し、大手重工メーカー等から、よ
り多くの受注獲得を図る必要があると認識している。
　そこで、県は、中小企業の新規参入や受注拡大を促進する為、具体的にどのような施策を進め、
本県航空機産業を育成していくのか伺う。

【難波副知事 答弁要旨】　
　航空機産業は、極めて高い安全性に基づく国際的な品質管理基準や認証取得が
求められ、新規参入のハードルが高いことから、県では、地域企業に対して、この状況
を踏まえた支援を実施する必要があります。 この為、新規参入に必要な品質保証認
証取得や設備投資に対する助成、そして、航空宇宙コーディネーターによる県内中小
企業と大手重工メーカーとのビジネスマッチングを行っております。
　また、ＳＯＬＡＥへの支援として、航空機部品加工工程の一貫生産管理システムの
導入に対し助成をする予定です。 また、共同受注体制構築に向けて、新たに航空機
産業へ参入しようとする県中部地区の企業に対しましても、初期段階から継続的な支
援を行って参ります。
　さらに、中長期的な観点から、海外の航空機メーカーが開発する次世代旅客機の
部品製造等への参入を視野に入れ、８月下旬には、県は、事業拡大に意欲を持つ県
内企業とともに、ブラジルの航空メーカーのエンブラエル社や関係企業等を訪問し、新
たなビジネス展開や共同研究の実施等を働き掛ける他、本県航空機産業に携わる人
材育成に向けて、県内大学とブラジル航空技術大学（ＩＴＡ）との交流を深めて参りま
す。 加えて、航空機部品製造以外のメンテナンス、リペア、オーバーホール、いわゆるＭ
ＲＯのビジネスにつきましても、静岡空港を利用するビジネスジェット等の整備事業の拡
大に向けた取り組み等を進めて参ります。
　県と致しましては、優れた技術を持つ地域企業の参入や、その受注機会の拡大につ
ながる支援事業等の充実に努め、本県航空機産業の育成と成長を図って参ります。

フラップゲート式可動防波堤 実海域試験

①いざという時に確実に浮上するか？　　⇒浮上動作と倒伏動作の確実性を確認
②平常時に船の邪魔にならないか？　　　⇒海底に沈んでいる状態での安定性を確認
③水中部の点検や整備が容易に行えるか？⇒保守管理の確実性と安全性を確認

空気で動く防波堤の動作を確認
試験の目的⇒試験の結果

　本会議において、「多重防護」を活用した焼津漁港における津波対策の取り組み状
況と、今後の予定について取り上げることを事前に通告。 
　特に、今後の予定については、具体的な内容を事前に通告。
　取り組み状況について、「県はこれまで、最も沖側に位置する防波堤の耐震診断を行
い、ねばり強い構造に改良する必要があると判断したことから、昨年度から防波堤の改良
工事を実施しております。 また、港内の石油貯蔵施設３か所のうち、１か所において延長
約１４０ｍの防潮堤の整備を完了し、残る２か所についても本年度から調査設計を進め、
早期着工に努めて参ります。」との交通基盤部長答弁。
　今後の予定について、「今後は、引き続き、地域住民及び漁業関係者の理解を得つ
つ、未整備区間の防潮堤の位置や構造等を早期に決定し、速やかに工事に着手すると
ともに、水門等による減災対策についても、大船渡（岩手県）における事例等を参考にし
ながら、技術面や運用面での課題、費用対効果等の検討を行って参ります。
　県と致しましては、焼津市等の関係機関と連携し、年内を目途に漁港内で働く方 を々
対象とした避難誘導計画の策定にも取り組んでおり、引き続き、水産業の拠点である焼
津漁港にふさわしい、地震・津波に強く安全な地域づくりに努めて参ります。」との交通基
盤部長答弁。

平成23年度 現地（焼津新港）視察の様子

津波対策（フラップゲート式可動防波堤実海域試験）
（平成23年度視察時の写真）
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今
回
、焼
津
漁
港
の
津
波
対
策
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
り
、

多
く
の
方
々
に
話
を
伺
い
、津
波
対
策
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス

を
頂
き
ま
し
た
。

　
例
え
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手
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の
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で
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国
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フ
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ッ
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ト
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門
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取
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方
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ま
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漁
港
で
フ
ラ
ッ
プ

ゲ
ー
ト
式
水
門
の
実
海
域
試
験
を
行
っ
た
企
業
の
方
々
な
ど
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岩
手
県
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大
船
渡
で
も
、当
初
は
津
波
対
策
と
し

て
防
潮
堤
案
と
水
門
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が
あ
り
、ど
ち
ら
も
賛
成
・
反
対
者
が

い
た
そ
う
で
す
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そ
の
後
、10
回
以
上
の
議
論
の
場
を
設
け
、結

果
と
し
て
、水
門
案
で
ま
と
ま
っ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し

た
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地
域
住
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漁
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利
用
者
の
理
解
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
津

波
対
策
が
進
め
ら
れ
な
い
と
い
う
事
を
再
認
識
致
し
ま
し
た
。

　
ま
た
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津
漁
港
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水
門
整
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し
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静
岡
県
は「
技
術

面
や
運
用
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で
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用
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果
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て
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た
だ
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今
ま
で
も
、し
っ
か
り
検
討
し
て
い
る

の
か
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
が
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今
回
の
調
査
の
中
で
、 

「
こ
れ
ら
の
検
討
を
す
る
際
に
は
、調
査
や
設
計
等
を
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
に
委
託
し
、そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
が
な

け
れ
ば
、十
分
な
検
討
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
。」 

と
い
う

話
も
聞
き
ま
し
た
。
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ら
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静
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を
計
上
し
、全
額
を
検
討
業
務
委
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に
使
用
す
る
予
定
で
す

が
、こ
の
委
託
内
容
だ
け
で
は
、水
門
整
備
の
検
討
を
す
る
の

に
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
今
回
の
調
査
の
中
で
確
認

し
て
お
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、検
討
を
す
る
際
に
必
要
な
情
報
の
多
く
は
、コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す

が
、そ
の
一
部
し
か
今
年
度
委
託
す
る
つ
も
り
は
な
く
、静
岡

県
の
対
応
の
遅
さ
を
再
認
識
致
し
ま
し
た
。

　
今
後
も
、県
政
の
諸
課
題
に
つ
い
て
、内
容
を
し
っ
か
り
と
調

査
し
、県
民
の
利
益
に
つ
な
が
る
提
言
を
し
て
い
き
ま
す
。

　
今
後
も
、暮
ら
し
の「
い
ま
」と「
未
来
」を
し
っ
か
り
見
つ
め
、

住
み
や
す
い
地
域
づ
く
り
に
努
め
て
参
り
ま
す
。こ
れ
か
ら
も

「
大
ジ
ェ
ス
ト
」や「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」で
議
会
活
動
を
掲
載
し
て

い
き
ま
す
の
で
、是
非
ご
覧
頂
き
、皆
様
の
ご
意
見
を
頂
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

厳
し
く
追
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来
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に
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〈
事
前
の
調
査
で
分
か
っ
た
こ
と
一
部
紹
介
〉

静
岡
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岡
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と
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焼
津
漁
港
の
津
波

対
策
の
今
後
の
予
定

に
つ
い
て
、具
体
的
な

内
容
が
示
さ
れ
な
い
こ

と
に
不
満
！

　
沿
岸
部
住
民
・
漁

業
関
係
者
の
不
安

解
消
に
本
気
で
取

り
組
む
姿
勢
が
感

じ
ら
れ
な
い
静
岡
県

政
に
対
し
、厳
し
く
再

質
問
・
再
々
質
問
！

第25号１ 第25号４

〈申し込み方法〉 氏名・住所・電話番号記載の上、
　FAX（054－624－1333）でお申し込み頂けると助かります。
〈連絡先〉 つかもと大 事務所  TEL 054-624-1555
　　　　　　　　　　　　    FAX 054-624-1333

開　催　日 ： 平成29年9月3日（日） 
時　　　間 ： 受付 午後6時～ 開会 午後6時30分～
場　　　所 ： 焼津文化会館 小ホール
懇親会会費 ： 3,000円

※ 「国への意見書」につきましては、紙面の都合で今回は掲載出来ませんでした。 
　ホームページに掲載してありますのでご覧ください。

県政報告会  開催のお知らせ県政報告会  開催のお知らせ

〒425-0062　焼津市中根新田1157
TEL 054-624-1555 FAX 054-624-1333

つかもと 大 
静岡県議会議員

事務所のご案内

E-mail tsukamoto-dai@almond.ocn.ne.jp
http://tsukamoto-dai.com

QRコードを使って
携帯電話でご覧
ください。

住民の理解が得られる内容の津波対策を
しなければならないのに、いまだに
住民説明会が開催されていない。

水門や防潮堤を整備する場合には、
基本的には、いろいろな調査、設計を行い、
それをふまえて工事に入ることになるが、
調査・設計・工事等をいつからやるのか、
具体的なスケジュールが示されていない。

問
題
点
①

問
題
点
②
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再質問　：住民説明会をいつ開催するのか。
　　　　：現在、諸条件について検討しておりますの

で、防潮堤の位置について、しっかり検討
したうえで、今後早急に地元説
明会等に入って参りたい。

再々質問：もし住民説明会の中で「県が考えている防潮堤とは
違う方法の津波対策をやってもらいたい。」という意
見が出てきた場合にはどう対応するのか。

　　　　：防潮堤の整備については私どももまだ十分に説明
出来ていない。 現場で説明して、対応について今後
検討していく。

焼津漁港の津波対策が
進まない問題点２つを
指摘し、再質問そして
再々質問！

再質問　：具体的なスケジュールを教えて頂きたい。
　　　　：（具体的な内容が示せないためか）再質問 

の内容とは関係のない答弁。
再々質問：具体的なスケジュールを伺ったが、今お示し頂

けなかった。 いつからやるのか答えて頂きたい。
知事が一番力を入れている防災の話なの
で、焼津漁港の水門も出来るだけ前倒しして
行うよう指示を出して欲しいと思うが、知事の
考えをお聞かせ願いたい。

　　　　：焼津漁港において水門を設置する場合には
環境的な状況、周囲に与える影響等大きい
ものがある。 今後関係機関と早急
に詰め、検討を進めていきたい。

交通基盤
部長答弁

交通基盤
部長答弁

交通基盤
部長答弁

交通基盤
部長答弁
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を
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８
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説
明
が
実
現
。
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　スポーツ等を通じて県内高齢者の健康
づくりと生きがいづくり、参加選手間の交
流促進を目的とした ｢第28回 静岡県す
こやか長寿祭スポーツ・文化交流大会｣  
（４月１日～６月１０日）が開催されました。
【総合開会式】
　４月２２日に、静岡県草薙総合運動場
体育館（このはなアリーナ）で、本大会の
総合開会式が盛大に開催されました。
　ラグビー団体の皆さんによるラグビー競
技の紹介、梨花幼稚園の皆さんによる
マーチング演奏、静岡県リズムムーブメン
ト研究会の ｢すこやかエブリデー｣ 体操
が開会式を大いに盛り上げました。 また、
この大会は、今年９月に開催される ｢ねん
りんピック秋田２０１７｣ の選手選考会を
兼ねています。

【競技の様子】
　今年の大会は、４月１日の卓球から６月
１０日のテニスまで、３２種目の競技に約７
千人の県民が参加し、草薙総合運動場
を始め県内各地において熱戦が繰り広
げられました。

第28回 静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会
ラグビー競技紹介

梨花幼稚園によるマーチング演奏

健康長寿体操｢すこやかエブリデー｣による準備体操

　５月10日（水）新焼津漁港焼津漁協鮮魚解凍売場において、静岡県立焼津水産高等学校 実習船『やいづ』壮行式が
行われました。
　壮行式は、実習生の航海の安全と大漁を願い、全校生徒600人により実習生を見送る恒例行事です。
　海洋科学科航海コース３年生と専攻科航海工学科１年生の実習生（計33人）は、実習船「やいづ」（559㌧）に乗船し、
約１ヶ月間にわたり、航海・機関実習、カツオ・ビンナガマグロ一本釣り実習、漁場調査等を行います。
　実習生は、長期、短期合わせて年間６回の乗船実習を行います。

平成29年度 静岡県立焼津水産高等学校 実習船『やいづ』壮行式

一般
質問 ⑽道路整備について
スピード感を持って事業を進めることが出来るよう、地域の

皆様方への説明に努め、十分な合意形成を図った上で、事業に着手

❷県道大富藤枝線の整備

一般
質問 ⑹大井川焼津藤枝スマートインターチェンジ周辺のまちづくりについて

一般
質問 ⑼河川の維持管理について 安心して暮らせる水害に強い地域づくりを推進

～河川の適切な維持管理に必要な予算の確保に努める～
海技士の着実な育成を支援

一般
質問 ⑷大型船舶の運航に欠かせない
　海技士の育成について

　６月１８日（日）大井川河川敷運動公園にお
いて、水防演習が行われました。 演習には、市
消防団、大井川左岸水防団、自治会、建設関
係団体、志太消防本部、国・県・市職員等約
1,000人が参加致しました。

【主な訓練内容】
　堤防決壊を防止
する為、大井川の
水位上昇に応じた
水防工法の訓練が
行われました。（木
流し工法・シート張
り工法・月の輪工
法・釜段工法・積み
土のう工法等）

県議会議員を代表して挨拶

開会式の様子

平成29年度 焼津市水防演習

勤務環境改善について検討 ～非常勤講師との意思疎通を図る～

一般
質問 ⑻小中学校における非常勤講師の勤務環境について

【質問要旨】　
　非常勤講師の勤務環境の整備は、子どもたちの学力等に直接影響を与えるものと考える。
　現在任用されている非常勤講師は、その勤務時間のほぼ全てが授業の指導にあてられている。
　学級担任等との情報共有、教員との間での授業進度の確認や教材の共有、指導方法についての研修
などの時間が非常勤講師においても必要であり、勤務内容の改善が求められる。小・中学校非常勤講師の
勤務環境等について、どのような課題を認識しているのか、また、情報共有のための打ち合わせの時間等に
ついて改善出来ないか、見解を伺う。
【教育長 答弁要旨】　
　県内の公立小・中学校には、５月１日現在で、学び方支援や
小規模小学校支援等の非常勤講師が５７８人配置されており、
教育体制の充実に大きな役割を果たしております。
　県教育委員会では、平成２１年度に「公立小学校及び中学校
派遣職員要綱」を定め、授業が児童生徒にとってより効果的なも
のとなるよう、非常勤講師が週１０時間以上勤務する場合は、１
時間を評価・評定や教材研究等の時間に充てるよう指導してお
ります。
　しかしながら、議員御指摘のとおり、非常勤講師の中には、学級
担任等との情報共有や指導に関する打合せの時間、授業力向
上のための研修の機会等、授業以外の時間が十分に確保されて
いないと感じる人がおり、改善を望む声があると聞いております。
　今後、市町教育委員会や学校に対して、個々の非常勤講師
との意思疎通を図りながら、児童生徒のための打合せや指導記
録簿を活用した情報共有を行う等、要綱に定めた取扱いの趣旨
について改めて周知して参ります。
　なお、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、平
成３２年度から施行されるのに伴い、非常勤講師については、任
用等に関する制度が明確化される予定となっております。 この
制度改革に合わせ、非常勤講師の勤務環境についても検討し
て参ります。

【質問要旨】　
　本県でも盛んな遠洋漁業において、大型船舶を運航するために
は、船舶の運航に関し必要な一定の技術的資格である海技士の
免状を有する航海士並びに機関士の乗船が必要である。
　こうした中、海技士の高齢化等により、将来、運航に必要な海技
士が確保出来ず、出漁出来ない船が出てくることが懸念される等、
海技士不足が全国的に問題となっている。
　県内では、焼津漁協が国の助成を受け、海技士養成講習を実
施している。 しかし、本講習が３ヶ月程度の期間を要することに加
え、近年の漁業現場の人手不足から、研修生を送り出す余裕がな
いなどの理由により受講者が減少し続けている。 その為、受講料
収入が減少するとともに、国の助成金も減額される等、漁協の経済
的な負担が増しているとも聞いている。
　そこで、県としても、より多くの海技士を育成するための環境づく
り等、海技士の育成を支援すべきと考えるが、県の考えを伺う。
【農林水産戦略監 答弁要旨】　
　県におきましては、これまでも、漁業高等学園が遠洋漁業等におけ
る幹部漁船員を養成することを主目的としていることから、同学園に
おきまして、海技士の国家資格取得に向けた教育を重点的に行って
参りました。 また、焼津漁協が漁船員を対象に実施する海技士養成
講習に対し、会場を無償貸与するなどの支援を行って参りました。
　この結果、昨年度は、漁業高等学園の生徒２人が難関と言われ
ます３級海技士筆記試験に合格したのを始め、４級、５級海技士も
合わせ、過去最高となる延べ２５人の合格者を輩出する等、年々合
格者数が増加しているところであります。 また、卒業生の仕事ぶりを
高く評価しているという就職先からの声も数多く届いております。
　県と致しましては、漁業後継者の人材確保と育成の観点から、引
き続き、漁業高等学園における人材育成を的確に行うとともに、船
主に対し、船員の海技士養成講習会への参加について理解が得
られるよう働き掛けを行う等、海技士の着実な育成を支援して参り
ます。

一般
質問 ⑴リニア中央新幹線の整備に伴う
　大井川の流量減少対策について

（知事答弁）大井川の流量減少は決してあってはならない

（知事答弁）下流利水者・JR東海・県で構成する
 調整組織の設置を求めていく

JR東海は、基本協定締結に向けて協議を進めていくことを表明

❶国道１５０号志太榛南バイパスの整備
平成30年9月までに、この区間を4車線で供用
～今年度中に、迂回している交通を新設道路の工事区間に誘導～

運転免許自主返納
　高齢等の理由により、運転免許証の有
効期限内に自主的に免許証を返納する
ことが出来ます。
　返納手続きをされた方は、申請すれば
「運転経歴証明書」の発行を受けられます。
　この証明書は、身分証明書として使え
る他、一部の店舗で割引サービス等を受
けることが出来ます。

高齢者が自主返納に踏み出せるよう、環境整備を進めていく
～自主返納制度の周知や理解促進のための啓発に努める～

一般
質問 ⑵高齢ドライバーの運転免許の
　自主返納の促進について

【質問要旨】　
　６５歳以上の高齢ドライバーによる交通事故
件数は増加傾向にあり、交通事故全体の約２
割を占めるに至っている。
　高齢の運転免許保有者はますます増加して
いくことから、高齢ドライバーによる交通事故も
増加するものと懸念されている。
　事故を減らすためには、運転に不安を感じた
ら、大事に至る前に、運転免許の自主返納をし
て頂くことが重要であるが、「移動手段に困って
しまう」、「生きがいを失ってしまう」などの理由で、
自主返納に踏み切れない高齢者も多くいると思
われる。
　県内市町や公共交通機関等では、自主返納
した高齢者に特典やサービスを提供しており、自
主返納を促進するためには、より一層の支援の
充実が重要である。
　そこで、県として今後、高齢ドライバーの運転
免許の自主返納を促進するための環境整備を、
どのように進めていくのか伺う。

【くらし・環境部長 答弁要旨】　
　現在、国では、「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」におきまして、タクシーの相
乗りやスクールバスの活用等の議論が行われております。 県と致しましては、高齢者が自主

返納に踏み出せるよう、これらの検討状況も
踏まえながら、引き続き、自主返納制度の周
知や理解促進のための啓発に努める等、環
境整備を進めて参ります。

【質問要旨】　
　河川の下流域においては、大雨が降るたびに、上流から大量の土砂が流れ込み、河
川内に堆積することから、県民の安心を確保するためには堆積土砂の継続的な浚渫が
必要である。 また、美しい景観を保全する観点からも、とても重要なことと感じている。
　こうしたことから、わが会派は、毎年、地域の生活環境の整備のための予算確保に努
めており、平成２９年度は県単独生活環境整備事業の予算270億円に加え、「豪雨災
害等緊急整備事業費」等合計50億円の予算を確保し、当局にも対応して頂いている。
　しかしながら、激しい豪雨の際にも河川の流下能力が十分発揮出来る状態を保つため
には、河川の除草や樹木の除去、浚渫等の維持管理をこれまで以上に実施していく必要
性を感じている。
　税収の大きな伸びが期待出来ない中で、県は、今後どのようにして予算を確保し、県民が
求める形での河川の維持管理をどのように進めていくのか所見を伺う。

【交通基盤部長 答弁要旨】　
　河川の維持管理は極めて重要であることから、県単独生活環境整備事業のうち、維
持管理に係る経費につきましては、前年度以上の予算を確保するとともに、今年度から
は「豪雨災害等緊急対策事業」により、治水上の影響が大きい箇所の堆積土砂の撤
去に加え、新たに景観や環境を阻害する樹木の除去を実施することと致しました。
　また、河川の浚渫工事におきましては、掘削土砂を親水公園や防潮堤の整備等の
公共事業に有効利用するなどコスト縮減を図り、効率的に予算を執行しているところで
あります。
　県と致しましては、引き続き、関係市町や地域の皆様と連携し、リバーフレンドシップ等
の河川愛護活動に今後も継続して取り組んで頂けるよう、制度の柔軟な運用を図ると
ともに、河川の適切な維持管理に必要な予算の確保に努め、県民の皆様が安心して
暮らせる水害に強い地域づくりを推進して参ります。

現在の取り組みをさらに進化させた「新たな戦略となる次期計画」への反映を検討
～志太榛原地域全体の活性化に資するものと認識～

【質問要旨】　
　昨年３月に、東名高速道路大井川焼津藤枝スマートインターチェンジが
開通し、地元では、地域活性化への期待が高まっている。
　現在、焼津市は、志太中央幹線や港湾道路の主要幹線道路が整備され
た上泉地区を候補地として土地利用構想を描き、新たな「雇用」「定住」「交
流」を創出する企業誘致による地域づくりを検討している。
　市町が行う、このような新たな取り組みの具体化については、土地利用
調整や企業誘致等において、県の技術的支援等が欠かせない。
　そこで、このような市町の新たな地域づくりの取り組みに対して、今後、県
はどのように関わっていくのか伺う。

【経営管理部長 答弁要旨】　
　今年度、県では、現在の取り組みをさらに進化させた新たな戦略となる次
期計画を策定することとしております。
　大井川焼津藤枝スマートインターチェンジ周辺のまちづくりにつきまして
は、周辺市町との境に位置するスマートインターチェンジを核として、市町を
超える広域連携によって、志太榛原地域全体の活性化に資するものと認
識しております。
　県と致しましては、こうした新たな市町の取り組みにつきましても、具体的
な計画をお聞かせ頂く中で、次期計画への反映を検討して参ります。

現在の取り組み…現在、県内35全市町において、工業団地の造成とその残土を活用した防潮堤の一体的な整備や、自然と調和したゆとりある空
間を有する住宅地の開発等、84の取り組みが展開されています。県では、支援体制を強化して、それぞれの取り組みの早期実現を図っています。

祭礼用具の修理や、観光客誘致のための施設整備が必要な場合には、
文化財保存費補助金や観光施設整備事業費補助金による支援を検討

一般
質問 ⑺重要無形民俗文化財の活用について

【質問要旨】　
　静岡県や焼津市には多くの文化資源があり、そ
の１つに、「藤守の田遊び」がある。
　昭和３７年に県の無形文化財に、昭和５２年に
国の重要無形民俗文化財に指定された。
　本地域では、この貴重な伝統行事を保全し継承
するとともに、地域おこしや観光誘客に活用してい
く為、様々な取り組みを行っている。 最近では、「藤
守の田遊び」を伝承する拠点施設として、伝承館
の整備が具体化しつつある。 
　そこで、県としても必要な支援を行うべきであると
考えるが、重要無形民俗文化財の活用に関する
県の取り組みについて伺う。
【文化・観光部長 答弁要旨】　
　「藤守の田遊び」は、全国各地に伝わる田遊び
の中でも華麗で、地域に密着した魅力的な無形民
俗文化財であります。
　このような民俗文化財は、地域にとっては、心の
より所となるものであります。 そして、先人の生き様

を学び、受け継ぐことで、そこに暮らす人々の絆が強まることにもなる為、後世に継承していく必要があります。 ま
た、地域資源として磨き上げていくことで、地域の豊かさや活性化につながる貴重な財産であると言えます。
　この為、県内各地に伝わる民俗文化財の魅力を広く発信することや、伝承活動の活性化を図る為、県教育委
員会では、市町や文化財保存協会等と連携し、毎年、「静岡県民俗芸能フェスティバル」を開催しており、今年度
は「藤守の田遊び」も出演する予定であります。
　県と致しましては、様々な機会を捉えて「藤守の田遊び」を始めとする無形民俗文化財の魅力を発信するととも
に、祭礼用具の修理や、観光客誘致のための施設整備が必要な場合には、文化財保存費補助金や観光施設
整備事業費補助金による支援を検討して参ります。

静岡県民俗芸能フェスティバル
　各地に伝承されている民俗芸能について、地域的特
色の顕著なものや伝統あるものを公開することにより、
県民の理解と関心を喚起するとともに、併せて各地にお
ける保存・伝承活動の活性化に寄与することを目的とし
て開催しています。

 藤守の田遊び
　「藤守の田遊び」は、毎年3月17日に焼津市藤守の
大井八幡宮で行われる神事で、開墾、田植えから稲刈
りまでの農作業の様子を25組の演目と番外で構成し、
演舞が奉納されます。
　今から千年以上前の寛和年間に、大井川の治水と
一年の豊作を祈願して行われたことが起源と伝えられ
ています。
　藤守地区の氏子（未婚の青年）が、色彩豊かな衣装
を身に着け、華やかに舞います。

平成29年度 春の交通安全運動 県庁前出陣式

交通ボランティア（焼津市交通安全指導員会）
による交通指導・街頭活動

区分 26年度 27年度 28年度

小学校 386 412 446

中学校 135 188 205

計 521 600 651

非常勤講師の推移

※静東・静西教育事務所管内の人数

③『避難判断ﾁｰﾑ』による避難情報の発令訓練
①防災航空隊『ブルー・シーガルズ』

による情報収集訓練 ②排水ポンプ車の操作訓練

高齢ドライバー事故
（65歳以上の者が原付以上の車両を運転し第1当事者となった事故）

月の輪工法

従来の水防工法に加えて、①～③の訓練が行われました。 

【区間】
三和から
藤守まで

利水団体の代表者が要望書を提出
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